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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど
個
人
事
業
主
に
対
す
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
コ
ロ
ナ
以
前
の
・
・
・
証
明
書
を
要
件
と
し
て
、
傷
病
手
当
金
の
金
額
を
決
定
」
及
び
「
こ
の
よ
う
な
方
法

で
全
国
一
律
の
金
額
を
決
定
す
る
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
傷
病
手
当
金
（
以
下
「
傷
病
手
当
金
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
が
疾
病
又
は
負
傷
の
た
め
労
務
不
能
と
な
り
一
時
的
に
収
入
の
喪
失
等
を
来
し
た
場
合
に
、
こ
れ

を
あ
る
程
度
補
塡
し
、
生
活
保
障
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
個
人
事
業
主
に
対
し
、
全
国
一
律
の

基
準
に
よ
り
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
三
月
十
六
日
の
参
議
院
厚
生
労
働

委
員
会
に
お
い
て
、
濵
谷
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
が
「
個
人
事
業
主
に
つ
き
ま
し
て
は
、
被
用
者
と
異
な
り
ま
し
て
、
や
っ

ぱ
り
療
養
の
際
の
収
入
の
減
少
の
状
況
も
多
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
所
得
補
塡
と
し
て
の
妥
当
な
支
給
額
の
算
出
も
難

し
い
と
い
っ
た
課
題
も
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
、
様
々
な
課
題
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
今
般
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
時
点
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る

政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
調
整
交
付
金
に
よ
る
財
政
支
援
の
対
象
と
な

ら
な
い
傷
病
手
当
金
等
の
支
給
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
市
町
村
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
当

該
市
町
村
に
お
け
る
当
該
傷
病
手
当
金
等
の
支
給
額
の
算
出
方
法
等
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 


